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■資料１：関連法規等一覧 

 

■資料２：ピクトグラム等一覧  

 （１）標準案内用図記号 

 （２）ベビーカーマーク（平成 26年３月 26日 国土交通省公表） 

 （３）便房設備の表示例 

 （４）ベビーベッド、授乳室及びおむつ交換の表示例 

 （５）祈祷室及び充電コーナー（東京国際空港ターミナル株式会社の事例） 

 （６）公共交通関係ピクトグラム 

  １）路線マーク 

  ２）駅ナンバリング 

  ３）モノレール（東京国際空港ターミナル株式会社の事例） 

  ４）空港行きの鉄道・バスに関するピクトグラムの掲出 

 （７）東京都作成ピクトグラム及びマーク 

  １）飲食店で使用するピクトグラム及びマーク 

  ２）案内地図サイン、誘導サイン等に掲載するピクトグラム 
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■資料１：関連法規等一覧 

（※）道路の案内標識の英語表記は当該告示によることとされているため、案内サインと案内標識の表記の

整合を図る観点から掲載 

法令・指針・文献名 
発行 
発布 

発行者（出版社） 

外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関
する法律（外客来訪促進法） 

H9.6 

(H26.4改正) 
----------------- 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 
（バリアフリー新法） 

H18.6 

(H26.6改正) 
----------------- 

「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」及び「道路の案内
標識の英語による表示に関する告示」（※） 

S35.12 

(H26.4改正) 
----------------- 

東京都福祉のまちづくり条例 
H7.3 

（H21.3改正） 
----------------- 

東京都屋外広告物条例 
S24.8 

（H23.12改正） 
----------------- 

観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン H26.3 
国土交通省 
観光庁 

観光活性化標識ガイドライン H17.6 
国土交通省 
総合政策局 

東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル H26.9 
東京都 
福祉保健局 

東京都福祉のまちづくり推進計画 H26.3 
東京都 
福祉保健局 

福祉のまちづくりをすすめるためのユニバーサルデザインガイドライン H18.1 
東京都 
福祉保健局 

公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン 
（バリアフリー整備ガイドライン（旅客施設編）） 

H25.10 
公益財団法人交通エコロジ
ー・モビリティ財団 

道路の移動等円滑化整備ガイドライン（増補改訂版） H23.8 

一般財団法人 
国土技術研究センター 
（㈱大成出版社） 

道路標識設置の手引き（東京都版） H25.4 

一般社団法人 
全国道路標識・標示業東京
都協会 

観光地のためのひと目で分かる案内標識計画・設置・管理マニュアル H17.9 
観光地域づくり・案内標識
研究会（㈱ぎょうせい） 

ひと目でわかるシンボルサイン 標識案内用図記号ガイドブック H13.3 
交通エコロジー・モビリテ
ィ財団 
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■資料２：ピクトグラム等一覧 

（１）標準案内用図記号 

 

標準案内用図記号ガイドラインについて（出典：公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団） 

 

１. 策定の目的  

不特定多数の人が出入りする交通施設、観光施設、スポーツ施設、商業施設等に使用される案
内用図記号は、一見してその表現内容を理解できることから、文字表示に比べて優れた情報提供
手段です。しかしながら、国内的にも国際的にも標準化が遅れています。国内的には未だ日本工
業標準（JIS）化がなされず施設ごとにバラバラに使用されているのが現状です。国際的にも国
際標準化機構（ISO）によってわずか 57項目が標準化されているに過ぎません。 
一方で、社会の変化により利用者のニーズが多様化し、またバリアフリーの観点からもこうし

た図記号の一層の充実、統一化の必要性が高まっています。 
本ガイドラインは、こうした状況を受けて、交通施設、観光施設、スポーツ施設、商業施設等

の国内諸施設に使用される案内用図記号の標準となるものを示すことを目的として策定されま
した。 

 

２. 策定の経緯 

本ガイドラインは、国土交通省の関係公益法人である交通エコロジー・モビリティ財団が日本
財団の助成を得て設置した「一般案内用図記号検討委員会（以下「検討委員会」という。）」にお
ける検討を経て策定されました。 検討委員会は、国土交通省、経済産業省、文部科学省、警察
庁、消防庁をはじめとする行政機関、交通 事業者、観光・流通事業者団体、消費者団体、障害
者団体、学識経験者、デザイナー等の参加を得て、1999年４月に設置され、案内用図記号の標準
化に向けて約２年間検討を行いました。 
はじめの１年間は、一般 案内用図記号の国内外事例の収集、カテゴリーの分類、表示事項の

選択、図材の選定等の作業を行い、続いて、体系的に新しく造形をし直し、2000年６月に 128項
目の原案を策定しました。その後、ISO 及び JIS の調査方法に準拠した理解度及び視認性調査に
より原案の適正度を評価し、2001年３月１日の委員会において、原案のうち 125項目を「標準案
内用図記号」として決定いたしました。 
なお、検討委員会は、128項目の原案を 2000年 10月 25日に東京で開催された ISO図記号専門

委員会に「日本案の検討状況と中間成果 」として報告しています。また、2001 年４月からは、
本ガイドラインの JIS 化に向けて、（財）日本規格協会において「案内用図記号 JIS 化検討委員
会（仮称）」を設けて検討を行っていくこととなっております。  

 

３. 図記号の造形者  

本ガイドラインの図記号は、検討委員会ワーキンググループの図材選定と監修のもとに［社団
法人日本サインデザイン協会（SDA）＋中川憲造／NDCグラフィックス］が造形しました。ただし、
既存のもの等をそのまま表示している※印のある図記号は除きます。 

 

４. 本図記号のご利用にあたって 

本ガイドラインに掲載されている図記号は、誰でも自由に使用することができます。ただし、
これらの図記号を商標又は意匠として登録等を行うと、第三者の権利を侵害する可能性がありま
す。ご不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。 

 

交通エコロジー・モビリティ財団バリアフリー推進部 

Tel：03-3221-6673 Fax.：03-3221-6674 

 

その後、この図記号の JIS化に関し、日本標準調査会標準部会基本技術専門委員会において標
準案内用図記号 125 項目のうち 108 項目と応用部分２項目を含め、110 項目の JIS（日本工業規
格）化案が了承され、公告期間を経て平成 14年３月 20日に JISZ8210として制定されました。 
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５.使用上の注意 
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案内用図記号 追補１ （平成 19年１月 20日） 

 

 

洪水 
flood 

 

堤防 
levee 

 

避難所（建物） 
safety evacuation shelter 

 

 

案内用図記号 追補２ （平成 21年３月 20日） 

 

 

津波注意 
Warning;Tsunami hazard zone 

 

津波避難場所 
Tsunami evacuation area 

 

津波避難ビル 
Tsunami evacuation building 

 

 

案内用図記号 追補３ （平成 22年３月 20日） 

 

 

 

 

※表示事項の変更 

「身障者用設備」 

⇒「障害のある人が使える設備（Accessible facility)」 

 

 

 

※表示事項の変更 

「車椅子スロープ」 ⇒ 「スロープ（Slope)」 
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案内用図記号 追補４ （平成 26年７月 22日） 

 

優先設備図記号  Symbols for priority facilities 

 

優先席図記号  Symbols for priority seats 

 

観光関連図記号  観光・文化・スポーツ施設図記号 

 

コミュニケーション 
Communication in the specified language 

 

靴を脱いでください 
Take off your shoes 

        ※言語（” ENGLISH” の部分）は、他の言語及び国旗に変更することができる。 
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（２）ベビーカーマーク（平成 26年３月 26日 国土交通省公表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）便房設備の表示例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル 

（平成26年９月、東京都福祉保健局） 

 

（４）ベビーベッド、授乳室及びおむつ交換の表示例 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル 

（平成26年９月、東京都福祉保健局） 
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（５）祈祷室及び充電コーナー（東京国際空港ターミナル株式会社の事例） 

 

祈祷室 充電コーナー 
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（６）公共交通関係ピクトグラム 
 

以下に公共交通関係のピクトグラムとして、「路線マーク」と「駅ナンバリング」を示します。 

なお、路線マーク等の使用にあたっては、各鉄道事業者に対して、路線マークの掲載に関する

事前の確認および調整が必要です。 

 

 １）路線マーク 

①東京メトロ 
銀座線 丸ノ内線 日比谷線 東西線 千代田線 

     

有楽町線 半蔵門線 南北線 副都心線 

    

 

②都営地下鉄 
浅草線 三田線 新宿線 大江戸線 

    

 

③西武鉄道 
西武池袋線・秩父線・ 
有楽町線・豊島線・ 
狭山線 

西武山口線 西武新宿線・拝島線 
西武国分寺線・ 
西武園線 

    

西武多摩湖線 西武多摩川線 
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④京王電鉄 

京王線 井の頭線 

  

 

⑤小田急電鉄 

小田急小田原線 小田急江ノ島線 小田急多摩線 

   

 

⑥東京急行電鉄 

東横線 目黒線 田園都市線 大井町線 

    

池上線 東急多摩川線 世田谷線 こどもの国線 

    

 

⑦京浜急行電鉄         ⑧ゆりかもめ 

京急本線   ゆりかもめ  
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 ２）駅ナンバリング 

①東京メトロ 

銀座線 丸ノ内線 日比谷線 東西線 千代田線 

     

有楽町線 半蔵門線 南北線 副都心線 

    

 

②都営地下鉄 

浅草線 三田線 新宿線 大江戸線 

    

 

③東武鉄道 

東武ｽｶｲﾂﾘｰﾗｲﾝ・ 
亀戸線・大師線 

東武伊勢崎線・ 
佐野線・小泉線・ 
桐生線 

東武日光線・ 
宇都宮線・鬼怒川線 

 

   

 

東武ｱｰﾊﾞﾝﾊﾟｰｸﾗｲﾝ 

（野田線） 
東武東上線・越生線 
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④西武鉄道 

西武池袋線・秩父線・
有楽町線・豊島線・ 
狭山線 

西武山口線 西武新宿線・拝島線 
西武国分寺線・ 
西武園線 

    

西武多摩湖線 西武多摩川線 

  

 

⑤京成電鉄 

京成線 

 

 

⑥京王電鉄 

京王線 井の頭線 

  

 

⑦小田急電鉄 

小田急小田原線 小田急江ノ島線 小田急多摩線 
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⑧東京急行電鉄 

東横線 目黒線 田園都市線 大井町線 

    

池上線 東急多摩川線 世田谷線 こどもの国線 

    

 

⑨京浜急行電鉄         ⑩ゆりかもめ 

京急本線   ゆりかもめ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３）モノレール（東京国際空港ターミナル株式会社の事例） 
 

モノレール 
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 ４）空港行きの鉄道・バスに関するピクトグラムの掲出 

空港行きの鉄道・バスを案内するサインについては、「鉄道／鉄道駅」、「バス／バ

スのりば」のピクトグラムと併せて「航空機／空港」のピクトグラムを掲出し、空港

に行くことを直感的に理解できるようにすると効果的である。表示にあたっては、羽

田・成田等の空港名を併記するなど、外国人旅行者が分かりやすいように留意する。 

 

①「空港行きの鉄道」の表示例 ②「空港行きのバス」の表示例 

 

 

          ※「鉄道／鉄道駅」の標準案内用図記号は、路線マーク等での掲出も可。 

 

 

羽田空港 成田空港 
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（７）東京都作成ピクトグラム及びマーク 

 １）飲食店で使用するピクトグラム及びマーク 

  ①食材ピクトグラム 

●肉類        

 牛肉 豚肉 馬肉 羊肉 鶏肉   

 

     

  

●魚貝類        

 魚類 あなご、うなぎ 貝類 えび かに たこ いか 

 

       

●野菜類        

 やまいも まつたけ きのこ類 にんにく類 根菜類   

 

     

  

●果物        

 オレンジ キウイフルーツ りんご バナナ もも   

 

     

  

●乳製品・卵       

 乳製品 卵      

 

  

     

●ナッツ類       

 落花生 カシューナッツ クルミ アーモンド    

 

    

   

●その他        

 小麦 そば ごま 大豆 酒類 ゼラチン はちみつ 

 

       

○生もの        

 

 

      



 104 

 

  ②多言語メニュー 

（飲食店の店頭等において、多言語メニューがあることを示すマーク） 

４言語【英語、中国語（簡・繁）、韓国語】 英語のみ 

  

 

 

  ③使用食材表示 

（飲食店の店頭等において、メニューに使用食材の表示があることを示すマーク） 

使用食材表示 
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 ２）案内地図サイン、誘導サイン等に掲載するピクトグラム 

  ①防災船着場 

防災船着場 

 

 

 


